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介護保険課2016 
 

【まとめ】  

介護予防・日常生活支援総合事業 資料より  

「訪問型サービスＡ」について 



介護保険課2016 

介護予防訪問介護の人員・設備・運営の基準から
「人員基準に関する基準」について緩和し、訪問
型サービスとして「生活援助」に限りサービス提
供できるようにするもの 

 

緩和した基準による訪問型サービスＡとは 

緩和する人員基準①（従事者の資格の緩和） 

・・・資格に関する部分を緩和・・・ 

資格を持っていない方（高齢者や主婦・主夫等）
でも参加できる場となるように、市が実施する研
修の要件を設け、多様なサービス提供主体により
訪問型サービスを行えるようにするもの 
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訪問型サービスＡ 
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②人員配置に関する部分を緩和 
介護予防訪問型サービス事業所と一体的に運営することより、管理者・サービス提
供責任者を兼務することが可能となり、実質の人員としては従事者を確保すること
で、無理なく事業参入・運営を行えるように緩和した人員配置基準を定める。 

緩和する人員基準② 

③訪問型サービスＡ事業所として、サービス提供責任者の兼務では  
 なく、新たにサービスＡ責任者を配置する場合の資格要件の緩和。 
 ※介護予防訪問型サービス(予防給付相当)基準の緩和はなし。 
 

 
 

 ・２年以上かつ３６０日以上の介護等の実務経験があり、介護職員初任 
  者研修課程又は旧ホームヘルパー２級課程を修了した者を、従事者の 
  うちで訪問型サービスA利用者４人に対して０．１人以上（常勤換算方 
  法）置くこととする。 
 

 

 ・介護予防訪問型サービス事業所と一体的な運営をする中で、サービス 
  提供責任者はサービスＡ責任者の業務を監督するものとする。 
 

 

 ・サービスＡ責任者が介護福祉士の資格を有さない場合は、介護福祉士 
  の受験資格を満たした時点で、事業所として資格を取得させるよう努 
  めるものとする。 
 
 
 
 

 

緩和する人員基準③（サービス提供(サービスA)責任者） 
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一体的な運営により、無理なく事業所運営を行えるように緩和をする人員配置基準 

介護予防訪問型サービス事業所との一体的な運営 
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介護予防訪問型サービス 訪問型サービスＡ
★管理者　常勤・専従１以上

★サービス提供責任者
※常勤の訪問介護員等のうち、利用者４０人に１人以上
　　(一部非常勤可)
【資格要件：介護福祉士、実務研修修了者、3年以上介護等
の業務に従事した介護職員初任者研修等修了者】
※ｻｰﾋﾞｽ提供責任者の数は事業所利用者の合計数で必要
数を計算します｡

★訪問介護員等　常勤換算２．５以上（資格要件：介護福
祉士、介護職員初任者研修等修了者）

★管理者(1人以上)
一体型で運営している場合かつ、業務に支障がない場合に限り、介護予
防訪問型サービス事業所の基準を満たしていれば、当該サービスの基準
を満たしているとみなされます。

★サービスＡ責任者　１人以上必要数
サービスA責任者とは①又は②に該当する者
　①介護予防訪問型サービスのサービス提供責任者
　②２年以上かつ３６０日以上の介護等の実務経験があり、介護職員
　　 初任者研修課程又は旧ホームヘルパー２級課程を修了した者
※従事者のうち、利用者４人に０．１人以上
　　（常勤換算方法）

★従事者　１人以上必要数
※従事者とは訪問サービスの従事者として、雇用契約により事業所に所
属する①又は②に該当する者
　①市の研修を修了した者（高齢者や主婦・主夫等）
　②有資格者（訪問介護員等の資格要件に加え、旧ホーム
　　 ヘルパー３級課程修了者）
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利用対象者  事業対象者を中心に比較的軽度の要支援者まで 

実施方法  事業者指定制度による国保連での審査・支払い 

利用者負担 
及び 
利用回数 
(単位数)の制限 

 ・介護給付の利用者負担割合（１割・２割）と同率 
 ・利用者の状況にあわせ、１ヶ月あたりの利用回数制 
  限を単位数で設定。詳細はコード表に準じる。 
  事業対象者及び要支援１：  ８００単位まで 
                       要支援２：１,６００単位まで 
        （初回加算の単位数は含めない） 

提供内容 

一般的な調理・掃除・洗濯・買い物等、訪問介護
の生活援助に準ずるもの(老計第10号) 

（１回の訪問で１～２つの生活援助内容を提供で
きることを想定） 

事業参入が 
可能な事業所 

平成２８年１０月１日の総合事業開始時前までに
介護予防訪問介護事業所の指定を受けている者 
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生活援助 
生活援助とは、身体介護以外の訪問介護であって、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助（そのために必要な一連の行為を含む）であり、利
用者が単身、家族が障害・疾病などのため、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるものをいう。（生活援助は、本人の代行的な
サービスとして位置付けることができ、仮に、介護等を要する状態が解消されたとしたならば、本人が自身で行うことが基本となる行為であるということ
ができる。） 

                  ※ 次のような行為は生活援助の内容に含まれないものであるので留意すること。 

                   [1] 商品の販売・農作業等生業の援助的な行為    [2] 直接、本人の日常生活の援助に属しないと判断される行為 

 ０ サービス準備等 

（サービス準備は、生活援助サービスを提供する際の事前準備等として行う行為であり、状況に応じて以下のようなサービスを行うものである。） 

         項目                         具体的な内容 

 1 健康チェック                 利用者の安否確認、顔色等のチェック 

 2 環境整備                  換気、室温・日あたりの調整等 

 3 相談援助、情報収集・提供 

 4 サービスの提供後の記録等 

 5 掃除                  居室内やトイレ、卓上等の清掃、ゴミ出し、準備・後片づけ 

 6 洗濯                    洗濯機または手洗いによる洗濯、洗濯物の乾燥（物干し）、 

                                             洗濯物の取り入れと収納、アイロンがけ 

 7 ベッドメイク               利用者不在のベッドでのシーツ交換、布団カバーの交換等 

 8 衣類の整理・被服の補修      衣類の整理（夏・冬物等の入れ替え等）、 

                                             被服の補修（ボタン付け、破れの補修等） 

 9 一般的な調理、配下膳       配膳、後片づけのみ、一般的な調理 

10 買い物・薬の受け取り         日常品等の買い物（内容の確認、品物・釣り銭の確認を含む）、 薬の受け取り 

「老計第１０号」に定める生活援助とは？ 
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老計第１０号に定める生活援助 

・・・一般的な調理・掃除・洗濯・買い物等の訪問介護に 

   おける生活援助に準ずるもの 
 

 

 

 

 

 
 

 

○介護予防訪問型サービス 

訪問介護員による身体介護・生活援助のサービス提供が可能 

（提供するサービス内容で月額報酬が異なる） 

○訪問型サービスＡ 

従事者（①市の研修を修了した者 ②訪問介護員等の資格要件
に加え、旧ホームヘルパー３級の有資格者）による生活援助
のみのサービス提供が可能 

介護予防訪問型サービスと訪問型サービスＡの比較① 

提供できるサービス内容 

サービス提供者（訪問介護員・従事者） 
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○介護予防訪問型サービス 

 要支援２・要支援１・事業対象者のすべての状態像の方を  

 対象とし、介護予防支援（介護予防ケアマネジメント）に 

 より、サービス提供の必要性を認められる方を対象とする。 

 （現行の介護予防訪問介護利用者と同等程度の方） 

○訪問型サービスＡ 

 事業対象者を中心として、比較的軽度な要支援者までの状 

 態像の方で、身のまわりのことは自分でできるが家事等に 

 何らかの支援が必要な方を対象とする。 

 （１回の訪問で１～２つの生活援助内容を行うことで生活 

  の維持・向上が期待できる方） 

 

介護予防訪問型サービスと訪問型サービスＡの比較② 

サービス対象とする利用者 
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 総合事業の開始時に今まで利用していたヘルパーさんを変
えることなく利用継続できるように、現在の要支援者（状態
像に関わらず）については介護予防訪問型サービスを利用す
ることができます。 

 一方、新たに事業対象者となる方・比較的軽度の要支援の
方については訪問型サービスＡの利用から検討することにな
ります。ケアマネジメントの結果により介護予防訪問型サー
ビスの利用も可能です。 

 利用者様の希望とケアマネジメントにより、どちらのサー
ビスを利用するかを決定します。 

※生活援助のみの介護予防訪問型サービス利用者を、一律に
訪問型サービスＡの利用者へ変更するものではありません。  

介護予防訪問型サービスと訪問型サービスＡの比較③ 

Ｑ．両サービスとも提供できるサービス内容は同じだが、
利用するサービスはどう決めるのか？ 
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・日常の掃除機を利用した掃除は可能だが、しゃがみながらの水回 

 りの掃除等ができない。 

・洗濯機を使用して洗濯まではできるが、洗濯物干しができない。 

・調理はできるが、専門的な知識を必要としなくても行える調理の 

 下ごしらえ（固い物を切り、ゆでて冷凍しておく等）ができない。 

・買い物はできるが、重たい物を運べないため買うことができない。 

・日常のゴミをまとめられるが、重たくて運べない。   …等々 

上記の利用（例）などのケースで、利用の限度単位／月の範
囲で利用できる方について、１回あたりの報酬単価を利用回
数に応じて月まとめで算定する。 

 

介護予防訪問型サービスと訪問型サービスＡの比較④ 

訪問型サービスＡの利用（例） 

要支援２事業対象者・要支援１

８００単位／月 １,６００単位／月利用できる上限単位数／月
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 藤沢市では、総合事業の開始に伴い基本チェックリストによる「事業
対象」の区分が新設されることで、サービスの利用者数は拡大すると考
えています。 

 現在要支援認定をお持ちでない方で、「事業対象」に該当する方が拡
大する利用者となり、今まで以上に訪問介護相当事業（介護予防訪問型
サービスや訪問型サービスＡ等）に従事する方、またサービスの必要性
が高まってきます。 

 今後、高齢者数の増加に伴い同事業を必要な方の数も増加していくこ
とが見込まれる状況の中で、事業対象者（比較的軽度な要支援者）の生
活援助については新たな担い手による訪問型サービスＡの提供を行い、
有資格者は有資格者のみが行える身体介護業務に比重をシフトしながら、
有資格者の専門性を活かして新たな担い手の育成に力を発揮していただ
くことが必要になると考えています。事業所にとって、訪問型サービス
Ａへの事業参入が訪問型サービス全体としての人材の確保につながるよ
うな制度設計をしています。 

介護予防訪問型サービスと訪問型サービスＡの比較⑤ 

Ｑ．両サービスとも提供できるサービス内容は同じだが、
訪問型サービスＡを新設する意味とは？ 
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介護予防訪問型サービスと訪問型サービスＡの違い⑥ 

計画書・サービス提供記録等 

①計画書 
  介護予防訪問型サービス計画書・ 
 訪問型サービスＡ計画書は、現行書  
 式（訪問介護計画書）のタイトルの 
 み変更。 
  書式の作成にあたっては、サービ 
 スごとに別々に作成しても、一体的 
 に作成してもどちらでも可。 
②サービス提供記録 
  サービス提供記録は、新たな担い 
 手の方が利用しやすいように、サー 
 ビス提供できる項目（生活援助）の 
 チェックボックスを設け、必要が 
 あるときに「その他記録」欄を活用 
 する様式のひな形を提示しますので、  
 ご活用ください。 
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現行の介護予防訪問介護は、みなしサービスへ 

現行の介護予防訪問介護は、経過期間において、その大半
が、スライドする形で「みなしサービス」に移行し、従来どおりの
サービスを提供することが想定される。 

訪問型Ａの整備により、新しい担い手を確保できる可能性 

ポイントは、従来型はホームヘルパーが提供者であるのに対し
て、「訪問型A」は高齢者等の新たな担い手である点である。
「既存事業者に対する規制緩和」と捉えるほうが理解しやすく、
身体介護を含まず、生活援助だけを担うとした場合、高齢者
等の新たな担い手として活躍することが可能となり、より多くの
人材を確保することができると考えられる。 

利用者・事業者・市町村のメリット 

【利用者】 

高齢者等の新たな担い手による提供に見合った単価の設定
により、利用者はサービス内容に見合った費用負担となる。 

【事業者】 

ホームヘルパーが身体介護に重点化することで、より単価の高
いサービス提供が可能となる。また、指定基準が緩和された
訪問型Aにより、ニーズの増加が見込まれる生活支援の提供
を拡大できる。 

【市町村】 

利用者の状況に応じた多様なサービスを提供できることで、
費用の効率化が図られる。 
 

 

担い手の移行・拡大イメージ 
【訪問介護員によるサービス提供→ 訪問介護員＋新たな担い手による提供】 
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出典：三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 
「介護予防・日常生活支援総合事業への移行のためのポイント解説（概要版）」より 
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・研修の費用は無料（テキスト代等の実費負担あり）。 

・市が実施する研修の時間数は５日程度（実習含む）。 

・研修修了の段階で、研修修了者へ受入可能な事業所を紹介等。 

・事業所は面接後、研修修了者と雇用契約を締結。 

・対象者は市内在住・在学・在勤の方。 

・有資格者（旧ホームヘルパー３級以上の研修修了者）も受講可能。 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ 

藤沢型地域包括ケア
の周知（地域づくり） 

↓ 
意欲のある高齢者等
の社会参加を促進 

市が実施する 
研修へ参加 

↓ 
基礎知識の習得 

研修修了証を持参し、 
事業所へ面接 

↓ 
雇用契約を締結 

研修概要（案） 
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新たな担い手の創出 ～研修イメージ～ 
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                               〈介護予防訪問型サービス〉 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

○指定申請・変更届 

 介護予防訪問介護の指定を受けた日・運営するサービスの種類・事業所の所在地に
より、申請・届出の種類や使用するサービスコードが異なるので注意が必要。 

○サービスコード・地域単価（請求時に使用） 

  藤沢市訪問型サービスにおけるサービスコードはA２とＡ3を利用する。介護
予防訪問型サービスの地域単価は市内・市外事業者ともに藤沢市の単価を用いる。 

訪問型サービスＡの単価は10.00円を用いる。 
※各種申請・届出の詳細、サービスコード表等については、藤沢市ＨＰに随時掲載していく予定。 
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 申請等手続きとサービスコード関係について 

市内事業所 市外事業所

平成28年9月30日までに介護予防訪問介護の
指定を受けた事業者で、訪問型サービスＡにつ
いて事業参入する事業者

要指定申請 Ａ3

藤沢市の単価
10.84円

藤沢市の単価
10.84円

10.00円

平成27年3月31日までに介護予防訪問介護の
指定を受けた事業者（みなし指定） 要届出

Ａ２-１
Ａ２-２平成27年4月1日から平成28年9月30日まで

の間に介護予防訪問介護の指定を受けた事業者 要指定申請

指定申請・届出
報酬関係

サービスコード
地域単価

藤沢市訪問型サービス 
  （第１号訪問事業） 
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16 「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料」より 

国民健康保険団体連合会への請求(サービスコード)について① 



介護保険課2016 
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サービス種別 サービスコード 
 
 
 

介護予防訪問型サービス 
（現行の訪問介護相当） 

(みなし指定、平成27年4月1日以降) 

A2-1 
A2-2 

訪問型サービスＡ 

（緩和された基準によるサービス） 

Ａ３ 

国保連への請求(サービスコード)について② 
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種類 項目

A2 1111 訪問型独自サービスⅠ 1,168

A2 1113 訪問型独自サービスⅠ・初任 818

A2 1114 訪問型独自サービスⅠ・同一 1,051

A2 1115 訪問型独自サービスⅠ・初任・同一 736

A2 2111 訪問型独自サービスⅠ日割 38

A2 2113 訪問型独自サービスⅠ日割・初任 27

: : : : :

1月につき

1日につき

サービスコード
サービス内容略称 合成単位数 算定単位
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介護予防訪問型サービス（A2-1・A2-2） 

みなし指定事業者・H27.4.1~H28.9.30指定事業者共通コード 
・身体介護+生活援助  →  Ａ2-1111～  ・・・A2-１ 
・生活援助のみ       →    Ａ2-1121～  ・・・A2-２ 
※加算・減算は、介護予防訪問介護と単位数・項目ともに変わらない。 
※地域単価は、10.84円 
  (藤沢市内の事業所、藤沢市以外の事業所も共通の地域単価) 
 

国保連への請求(サービスコード)について③ 



介護保険課2016 

訪問型サービスＡ(緩和した基準)（Ａ３） 
・30分未満、30~60分未満のそれぞれの利用組み合わせごとにサービスコードを設定 

・同じ組み合わせでも、１割負担・２割負担でサービスコードが異なる 
※加算は、初回加算のみ設ける。減算の設定は無し。 
※地域単価は10.00円 
※藤沢市以外の被保険者への当該サービス提供は想定していない。 
※藤沢市外の事業所が当該(緩和した基準)サービスを提供することは想定していない。 
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訪問型サービスA

種類 項目 給付率

: : : : :

A3 1027 訪問型サービスA（60分未満4回） 90% 800

A3 1028 訪問型サービスA（60分未満4回） 80% 800

A3 1031 訪問型サービスA（30分未満1回・60分未満1回） 90% 330

A3 1032 訪問型サービスA（30分未満1回・60分未満1回） 80% 330

A3 1033 訪問型サービスA（30分未満1回・60分未満2回） 90% 530

A3 1034 訪問型サービスA（30分未満1回・60分未満2回） 80% 530

A3 1035 訪問型サービスA（30分未満1回・60分未満3回） 90% 730

A3 1036 訪問型サービスA（30分未満1回・60分未満3回） 80% 730

A3 1037 訪問型サービスA（30分未満2回・60分未満1回） 90% 460

A3 1038 訪問型サービスA（30分未満2回・60分未満1回） 80% 460

A3 1039 訪問型サービスA（30分未満2回・60分未満2回） 90% 660

A3 1040 訪問型サービスA（30分未満2回・60分未満2回） 80% 660

: : :

A3 1151 訪問型サービスA（初回加算） 90% 200

A3 1152 訪問型サービスA（初回加算） 80% 200

1月につき

※１単位＝

10.00円

サービスコード
サービス内容略称 合成単位数 算定単位

国保連への請求(サービスコード)について④ 



介護保険課2016 

訪問型サービスＡ(緩和した基準)（Ａ３）請求時の注意点 

●事業対象者Aさんが、｢30分未満2回・60分未満2回｣を利用した場合 
 ・利用者負担割合1割（給付率90％） 
 ・訪問型サービスAの利用上限（1月の目安） 
 （事業対象者・要支援1＝800単位、要支援2=1,600単位） 
○正しい請求･･･A3-1039（30分未満2回・60分未満2回）660単位×1回 
×誤った請求･･･A3-1031（30分未満1回・60分未満1回）330単位×2回 
※【注意点】A3サービスコードは、複数のコードを組み合わせてはいけない。 
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訪問型サービスA

種類 項目 給付率

: : : : :

A3 1027 訪問型サービスA（60分未満4回） 90% 800

A3 1028 訪問型サービスA（60分未満4回） 80% 800

A3 1031 訪問型サービスA（30分未満1回・60分未満1回） 90% 330

A3 1032 訪問型サービスA（30分未満1回・60分未満1回） 80% 330

A3 1033 訪問型サービスA（30分未満1回・60分未満2回） 90% 530

A3 1034 訪問型サービスA（30分未満1回・60分未満2回） 80% 530

A3 1035 訪問型サービスA（30分未満1回・60分未満3回） 90% 730

A3 1036 訪問型サービスA（30分未満1回・60分未満3回） 80% 730

A3 1037 訪問型サービスA（30分未満2回・60分未満1回） 90% 460

A3 1038 訪問型サービスA（30分未満2回・60分未満1回） 80% 460

A3 1039 訪問型サービスA（30分未満2回・60分未満2回） 90% 660

A3 1040 訪問型サービスA（30分未満2回・60分未満2回） 80% 660

: : :

A3 1151 訪問型サービスA（初回加算） 90% 200

A3 1152 訪問型サービスA（初回加算） 80% 200

1月につき

※１単位＝

10.00円

サービスコード
サービス内容略称 合成単位数 算定単位

国保連への請求(サービスコード)について⑤ 



介護保険課2016 

 

 

 

 

  

「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料」より 

介護予防・日常生活支援総合事業費明細書等の様式について① 
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介護保険課2016 
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介護予防・日常生活支援総合事業費明細書
等の様式について② 

様式第二の三（訪問型・通所型サービス） 

 様式第七の三(介護予防ケアマネジメント費) 

様式第十一(給付管理票) 
 
0 

※別紙の資料に様式がありますので 

   ご確認ください。 

 

 

 

  


